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新旧の比較対照表 
新 旧 

第４条 執行役員報酬は月給制とし、毎月２５日に支

給する。ただし、支給日が銀行休業日にあた

るときは、前日に繰り上げて支給する。 
２ 年俸の月配分は、報酬決定の際、理事会又は

理事会から委任を受けた理事長が決定する。 
 
 
 
附 則 
この規則は、平成１３年４月１日から施行する。 
この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

 

第４条 執行役員報酬は月給制とし、毎月２５日に支

給する。ただし、支給日が銀行休業日にあた

るときは、前日に繰り上げて支給する。 
２ 月給額は執行役員報酬の年額の１８分の１を

毎月支給し、１８分の２．５を７月、１８分の３．５

を１２月に賞与として支給する。 
 
 
附 則 
この規則は、平成１３年４月１日から施行する。 
 
 

 


